
※　目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。
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津市規則

公示送達

津市公印規則の一部を改正する規則

津市告示



 津市公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年１月６日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第１号 

   津市公印規則の一部を改正する規則 

 津市公印規則（平成１８年津市規則第１０号）の一部を次のように改正する。 

別表市長印の項及び市長職務代理者印の項中｢及び印影印刷用｣を｢、印影印

刷用等｣に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



津市告示第１号 

下記の者の平成２５年度国民健康保険料納入通知書は、住所居所不明等のた

め送達することができないので、国民健康保険法（昭和１３年法律第６０号）

第７８条により準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年１月６日 

津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○ ○○ ○○○

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 



○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○ ○○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○ ○○○○○ 



津市告示第２号

 津市一般廃棄物処理基本計画を変更したので、津市廃棄物の減量及び処理等

に関する条例（平成１８年津市条例第１４４号）第１０条第２項の規定に基づ

き、次のとおり告示する。

平成２６年１月６日

                      津市長 前 葉 泰 幸  



津市一般廃棄物処理基本計画 

中間見直し 

津市 
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第 1章 これまでの取組状況と課題 

１ 計画改定の趣旨 

一般廃棄物処理基本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第６条の

規定に基づき、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定めたもので

す。

本市では、平成２１年３月に「津市一般廃棄物処理基本計画」を策定し、「ご

み「ゼロ」社会、意識の向上社会」、「持続可能な快適なまち 津」、「人とひと、

人と自然のつながりのあるまち 津」、「自主、協働による環境活動の推進」を

基本方針として、資源循環型社会の構築を目指すべく、ごみの３Ｒの推進及び

適正処理に取り組んできました。 

今回、平成２９年度を目標年度とする現在の計画が中間目標年度を経過した

ことから、前期の５年間を検証するとともに、現状や課題を整理し、目標実現

のための取組を推進するため、一部の見直しを行うものです。 
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２ ごみ減量化目標値の達成状況 

ごみの排出量・リサイクル率・最終処分量に関しては、目標年度における数

値目標が設定されています。各年度の達成状況については以下のとおりです。 

（１）ごみ排出量 

平成２４年度における１人１日当たりのごみ排出量は９８５ｇとなっており、

中間目標として設定した１，０００ｇを達成しています。５年間の推移を見て

みると平成２３年度より増加に転じています。これについては、平成２３年度

においては資源物の持ち去り対策として実施した条例の改正による資源物回収

量の増加、平成２４年度においては事業系一般廃棄物の増加が主な要因です。

なお、平成２３年度の全国平均の１人１日当たりのごみ排出量は９７５ｇ、ま

た三重県平均は９６７ｇとなっています。

表２－（１）－１ １人１日当たりのごみ排出量の目標値達成状況 

単位：ｇ／人・日 

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 
Ｈ２４ 

（中間目標） 

目標 １，０９５ １，０７６ １，０４９ １，０２１ １，０００

実績 １，０３７ ９９６ ９５６ ９６２ ９８５

（２）リサイクル率 

平成２４年度におけるリサイクル率は２４．４％となっており、中間目標と

して設定した４０％を達成できませんでした。平成２３年度において実施した

資源物持ち去り対策による古紙類の回収量増加の影響により、若干の上昇はあ

ったものの、目標値との差は拡大している状況です。なお、平成２３年度の全

国平均のリサイクル率は２０．４％、また、三重県平均は３１．１％となって

います。

表２－（２）－１ リサイクル率の目標値達成状況 

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 
Ｈ２４ 

（中間目標） 

目標 ３０．８％ ３３．１％ ３５．３％ ３７．６％ ４０．０％

実績 ２８．９％ ２６．９％ ２３．９％ ２４．２％ ２４．４％

※リサイクル率＝資源化量合計÷（集団回収量＋ごみ排出量合計）×１００
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（３）最終処分量 

平成２４年度における最終処分量は９，５１４ｔとなっており、中間目標と

して設定した１２，０００ｔを達成しています。平成２０年度に実施した産業

廃棄物の受入中止が、目標達成に大きく貢献していますが、ほぼ横ばい状態で

推移しています。

表２－（３）－１ 最終処分量の目標値達成状況 

単位：ｔ／年 

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 
Ｈ２４ 

（中間目標） 

目標 １５，９０３ １５，２３７ １４，５１２ １３，８４５ １２，０００

実績 １０，７３０ １０，３２５ １１，２７４ ９，５０４ ９，５１４



4 

３ ごみ減量化・再生利用促進施策の実施状況 

市民・事業者・行政の３者が一体となってごみの３Ｒを推進するため、目標

として定めた施策の主な実施状況は以下のとおりです。

（１）教育・啓発活動の充実 

①自治会など各種団体のごみ減量に向けた自主的な活動の育成を図るため、

「ごみダイエット塾」、「ごみ分別ナビゲーション」を開催しました。また、こ

ども向けの事業として、市内すべての小学４年生に対し、社会科副読本「ごみ

とわたしたち」を毎年配付するとともに、夏休み期間を利用してごみ処理施設

などを見学する「こどもごみ教室」を例年開催しています。

表３－（１）－１ 啓発講座の開催回数 

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

ごみダイエット塾（回） １１ ３ ３ １ ３

ごみ分別ナビゲーション（回） ７３ ２７ １３ １１ １０

②主に大学生を対象として、ごみの分別や減量についてメールやホームページ

で紹介をする、「メールマガジン配信事業」を実施しています。

表３－（１）－２ メールマガジン登録者数 

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

登録者数（人） ９６ １１２ １１８ １４０ １５７

③外国人住民に向けて、ごみの分別について紹介する「外国語版ごみ分別ガイ

ドブック」を、平成２１年度において、英語、中国語、ポルトガル語及びスペ

イン語の４か国語で作成しました。
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④事業者のごみの発生量や資源化の状況を把握し、ごみ減量につながる指導や

情報提供を行うことを目的として、一定規模以上の事業者を対象に「事業系一

般廃棄物減量化計画書」の提出を求めています。

表３－（１）－３ 事業系一般廃棄物減量化計画書の提出事業者数 

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

提出事業者数 ３１８ ３１５ ３０７ ３２７ ３１０

⑤再生利用意識向上のための小学校向け啓発事業として、学校給食から発生す

る残渣や食べ残しを利用し、堆肥を作成する「くるりんフード事業」に取り組

んでいます。

表３－（１）－４ くるりんフード事業実施状況 

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

参加校数 ４ ８ ８ ８ ８

収集量（ｋｇ） １１，５４８ １９，３３６ １８，６８４ １１，８７７ １２，３００

納入堆肥（ｋｇ） ５，４３７ ４，６８４ ７，３３６ １１，５４８ １３，４７２

⑥再生利用意識向上のための啓発事業として、燃やせるごみとして処理されて

いた紙製容器をトイレットペーパーにリサイクルする「くるりんペーパー事業」

に取り組んでおり、平成２３年度からは、紙製容器の回収箇所を市立全小学校

と公共施設に拡大しました。

表３－（１）－５ くるりんペーパー事業実施状況 

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

回収箇所数 １０ １９ １８ ６６ ６６

収集量（ｋｇ） ４，０００ ６，１５０ １０，３６０ ５７，９１３ ５９，６１３

納入量（個） １５，０００ １５，５００ １６，７００ ６０，０００ ５５，６００
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（２）循環型社会の形成を推進するために必要な施策の展開 

①生ごみの減量化・資源化を推進するとともに、ごみ減量意識の高揚を図るこ

とを目的として、「生ごみ処理機等購入補助金交付事業」を実施しています。

表３－（２）－１ 生ごみ処理機等購入補助金交付実績 

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

生ごみ処理機 ２７５ １５５ １４９ １２１ １２０

コンポスト容器 ７５ ９４ ５０ ４３ ３３

②再資源化の推進とともに、地域づくりにも貢献できる事業として「リサイク

ル資源回収活動報奨金交付事業」を実施しています。

表３－（２）－２ リサイクル資源回収活動報奨金交付実績 

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

交付団体数 ２５１ ２５７ ２７２ ２６５ ２６７

回収量（ｔ） ４，２４６ ３，８９１ ３，９５５ ３，９１９ ３，８７９

③ごみ処理施設の能力を考慮するとともに、市民全体でごみ減量化に対する意

識の共有化を図ることなどを目的として、それぞれの地域で異なっていたごみ

の分別や収集回数を平成２１年４月に統一しました。

④資源物持ち去り行為の対策として、罰則規定を含む、持ち去り行為を禁止す

る条例改正を行い、平成２３年４月より施行しました。また、施行にあわせて

防止パトロールを実施するなど、資源物の収集量拡大に努めました。

表３－（２）－３ 条例改正前後の新聞、雑誌の収集量比較 

Ｈ２２ 

（改正前） 

Ｈ２３ 

（改正後） 

新聞、雑誌の収集量合計 １，６０８ｔ ２，１８２ｔ
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（３）市民・事業者・行政の協働取組 

①事業者及び関係団体との連携により、平成２１年度からレジ袋の有料化を実

施しました。

②「環境フェア」、「市民清掃デー」などの環境関連イベントを開催し、環境意

識の高揚や地域美化の向上を図りました。

表３－（３）－１ 環境フェア、市民清掃デー参加者数 

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

環境フェア 

来場者数（人） 
４，５００ ５，５００ ４，５００ ５，５００ ４，５００

市民清掃デー 

参加者数（人） 
５４，０００ ５３，０００ ６０，０００ ５５，０００ ５８，０００
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４ ごみ処理計画からみた現状 

本市のごみ処理計画からみた現状は以下のとおりです。

（１）収集・運搬 

効率的な収集・運搬体制の構築を図るため、平成２１年度より分別区分及び

収集回数の統一を行うとともに、本市直営で行っていた収集運搬について、民

間委託への移行を進めました。資源物の回収率向上のため設置しているエコ・

ステーションについては、明神リサイクルストックヤードの回収日拡大を行う

とともに、組織移転のため閉鎖となった環境事業課事務所分として、西部クリ

ーンセンターの回収日を拡大しています。また、紙製容器のリサイクルを行う

「くるりんペーパー事業」の回収ボックスを、１３か所の公共施設に設置して

います。

表４－（１）－１ 分別区分と収集回数 

分別区分 収集回数 備考 

燃やせるごみ 週２回 ※香良洲地域については燃やせ

るごみ、容器包装プラスチック

以外のものは、ごみステーショ

ンに搬入。 

容器包装プラスチック 週１回 

金属 月２回 

燃やせないごみ、蛍光管・乾

電池、その他プラスチック、

新聞、雑誌、ダンボール、飲

料用紙パック、衣類・布類、

ペットボトル、びん 

月１回 

表４－（１）－２ 各地域の収集・運搬業務体制 

地域 委託 直営 備考 

津 ○ ○ 順次民間委託に移行 

久居 ○ － 平成２２年度より完全民間委託 

河芸、芸濃、美里、安濃、香

良洲、一志、白山、美杉 
○ －  
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表４－（１）－３ エコ・ステーションの設置状況 

エコ・ステーション 搬入日時 扱い品目 

西部クリーンセンター 

・月曜～金曜 

第１～４日曜 

（祝日、年末年始を除く）

・９時～１２時 

１３時～１６時 

新聞、雑誌、ダンボール、飲

料用紙パック、衣類・布類、

ペットボトル 

河芸美化センター 

・月曜～金曜 

（祝日、年末年始を除く）

・８時３０分～１２時 

 １３時～１６時３０分 

新聞、雑誌、ダンボール、飲

料用紙パック 

明神リサイクル 

ストックヤード 

・水曜、土曜、日曜 

（年末年始を除く） 

・８時３０分～１６時３０分

新聞、雑誌、ダンボール、飲

料用紙パック、衣類・布類、

ペットボトル、容器包装プラ

スチック、びん、他プラ 
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（２）中間処理 

 施設運営の効率化を図るため、老朽化の進んだ「河芸美化センター」を平成

２５年５月に休止しました。また、「クリーンセンターおおたか」の運転業務を

民間委託としました。目標年度における中間処理の方法は表４－（２）－１と

なります。

表４－（２）－１ 中間処理の方法（目標年度） 

分別区分 中間処理施設 処理方法 管理・運営体制 

燃やせるごみ 

西部クリーンセンター 焼却 市 

（直営・委託） クリーンセンターおおたか 焼却 

民間委託 堆肥化 市 

（委託） 民間委託 灰溶融 

燃やせないごみ 

リサイクルセンター（新施設） 

破砕・選別 

市 

（直営・委託） 

その他プラスチック 

資

源

ご

み 

金属 

蛍光管・乾電池 
選別 

びん 

ペットボトル 選別・圧

縮・梱包 容器包装プラスチック 

新聞 

民間委託 選別 
市 

（委託） 

雑誌 

ダンボール 

飲料用紙パック 

衣類・布類 

（３）最終処分 

新最終処分場においては、リサイクルセンター（新施設）において発生する

中間処理後の残渣のみ埋立処分を行います。

表４－（３）－１ 最終処分の方法（目標年度） 

分別区分 処理施設 処理方法 管理・運営体制 

中間処理残渣 最終処分場（新施設） 埋立 市（直営・委託）
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堆肥化 

（４）ごみ処理体系 

目標年度におけるごみ処理体系は、図４－（４）－１となります。

図４－（４）－１ ごみ処理体系（目標年度） 

集団回収 

資源化 

灰の 

資源化

最終処分場 

（新施設）

資源ごみ 

燃やせない 

ごみ 

燃やせる 

ごみ 
西部クリーンセンター 

クリーンセンターおおたか 

リサイクルセンター 

（新施設）

直接資源化 

中間処理 

焼却処理 

埋立処分 
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（５）ごみ処理施設の整備 

中間処理施設及び最終処分場の整備に関する基本方針に基づく、新処理施設

の概要は以下のとおりです。

①新しい中間処理施設は、収集運搬コスト削減を図るため、片田田中町での建

設に向けた取組を進めています。新しい中間処理施設では、燃やせないごみか

ら金属類を回収し資源化を行うほか、処理後の残渣から可燃物を回収し焼却処

理することにより埋立処分量を削減し、最終処分場の負担軽減を行います。

表４－（５）－１ 新中間処理施設の事業概要 

施設の種類 リサイクルセンター 

設置場所 片田田中町 

主要設備 破砕・選別処理設備 資源化処理設備 

処理能力 約４２ｔ／日 約３９ｔ／日 

②新しい最終処分場は、循環型社会形成に寄与する「エコ処分場」として整備

するものとし、太陽光等の自然エネルギーを利用した発電設備や周辺地域と調

和した土地利用が可能となるようなクローズドシステム最終処分場とします。

表４－（５）－２ 新最終処分場の事業概要 

施設の種類 一般廃棄物最終処分場 

設置場所 美杉町下之川 

処分場形式 クローズドシステム処分場 

埋立対象物 中間処理残渣 

埋立容量 約１８０，０００ 
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５ その他ごみの処理に関し必要な事項の実施状況 

その他ごみの処理に関し必要な事項の実施状況は以下のとおりです。 

（１）災害時における廃棄物処理計画 

災害発生時に適正かつ円滑な処理の実施を図るため、平成２２年度に津市災

害廃棄物処理計画を策定しました。平成２５年度中に県内の被害想定が見直さ

れる予定であるので、それに伴い計画改定を行う必要があります。

（２）不法投棄対策 

不法投棄対策として監視パトロールや防止看板の設置を行っています。

表５－（２）－１ 不法投棄対策実施状況 

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

対応件数 ３３０ ２４８ ２３４ ２６８

看板設置件数 ３５９ ２５４ ３０９ ３２９

※２１年度より統一した様式で集計を実施 



14 

６ 今後の課題 

津市環境基本計画では、本市のめざす環境像を「山、川、海、人が共生する

元気なまち 津」としています。本計画においてもこの基本方針に従い、施策

の実現に努めてきました。今後、本計画を着実に推進、達成するため、前期実

績から見えてきた課題を整理します。 

（１）ごみ減量化目標値についての課題 

①１日１人当たりのごみ排出量は目標値を達成しているものの、順調な減少傾

向とはいえません。前期の数値を検証すると、排出量の多くを占める家庭系可

燃ごみの削減が充分ではありません。より効果的な減量対策を実施する必要が

あります。 

②事業系ごみの排出量が増加傾向となっています。推移を注視するとともに、

事業者に対して適正処理の確保が図られるよう、排出方法等の周知徹底を図る

必要があります。 

③リサイクル率が目標値を下回っています。資源物回収のための取組を強化す

る必要があります。 

（２）ごみ減量化・再生利用促進施策についての課題 

①本市で実施している事業の参加者等が伸び悩んでいる状況です。市民のごみ

減量意識向上のため、環境に関する情報提供や啓発事業の開催など、より一層

の啓発活動の充実を図る必要があります。 

（３）その他ごみの処理に関し必要な事項についての課題 

①不法投棄が依然として後を絶ちません。不法投棄防止のため、対策を講じる

必要があります。 
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第２章 ごみ処理基本計画 

１ 基本方針 

一般廃棄物処理基本計画の上位計画である津市環境基本計画に定める、めざ

す環境像「山、川、海、人が共生する元気なまち 津」の実現に向け、引き続

き以下の基本方針により取り組みます。 

①ごみ「ゼロ」社会、意識の向上社会 

・ごみの３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を推進する。 

・排出されたごみは適正処理を行い、生活環境の保全に努める。 

②持続可能な快適なまち 津 

・焼却処理量の削減やエネルギーの有効利用を推進する。 

・ごみの分別、収集運搬、処理処分等の各工程における最適化を図る。 

③人とひと、人と自然のつながりのあるまち 津 

・環境への配慮がなされた計画的な廃棄物処理施設の整備を行う。 

④自主、協働による環境活動の推進 

・一般廃棄物処理に関する理解を深め、それぞれの立場での役割を認識 

し、実行していく。 

・市民、事業者、行政の協働体制を確立する。 

２ 計画期間 

本計画の計画期間は、上位計画である津市総合計画や津市環境基本計画との

整合性を図ることから、平成２５年度から平成２９年度までの５年間を計画期

間とします。 

計画目標年度 平成２９年度 
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３ ごみ減量化目標値の設定 

計画の検証が可能なように、ごみの排出量・リサイクル率・最終処分量に関

しては、数値目標を設定しています。前期の達成状況は必ずしも十分とはいえ

ませんが、後期においても当初目標値を変更することなく達成に努めます。 

（１）ごみ排出量 

１日１人当たりのごみ排出量を現状より８％以上削減し、平成２９年度時点

で９００ｇ以下とすることを目標とします。 

表３－（１）－１ １人１日当たりのごみ排出量の目標値 

単位：ｇ／人・日 

平成２４年度 

（実績） 

平成２９年度 

（目標年度） 

実績・目標 ９８５ ９００ 

（２）リサイクル率 

新しい施策の追加等によりリサイクル率の向上に努め、平成２９年度時点で

４５％以上とすることを目標とします。 

表３－（２）－１ リサイクル率の目標値 

平成２４年度 

（実績） 

平成２９年度 

（目標年度） 

実績・目標 ２４．４％ ４５．０％ 

（３）最終処分量 

最終処分量を現状より１５％以上削減し、平成２９年度時点で８，０００ｔ

以下とすることを目標とします。 

表３－（３）－１ 最終処分量の目標値 

単位：ｔ／年 

平成２４年度 

（実績） 

平成２９年度 

（目標年度） 

実績・目標 ９，５１４ ８，０００ 
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４ 新しく実施、検討すべき施策 

目標達成のため、後期についても当初定めた施策を着実に実行することとし

ますが、前期実績から見えてきた課題解決のため、後期において新しく実施、

検討すべき施策をつぎのとおり追加します。 

（１）ごみの減量化・資源化の推進 

①希少金属の有効活用を目的とする、使用済小型家電のリサイクル事業に取り

組みます。 

②資源物の回収量拡大のため、エコ・ステーション増設や回収ボックス設置な

ど回収網を整備します。 

③新処理施設の稼動にあわせて、ごみの減量化、資源化に資する分別区分の設

定や収集方法を検討します。 

④事業系廃棄物の削減のため、市の一般廃棄物収集運搬業許可業者を通じて、

事業者に対して適正排出の指導、情報提供を行います。 

⑤生ごみの減量を促進するため、水切り徹底の普及啓発に取り組みます。 

（２）啓発活動、情報提供の活性化 

①環境標語の募集など、新しい啓発事業を積極的に展開します。 

②環境だよりやホームページを活用し、生活に密着したごみ減量方法の情報発

信を行います。 

（３）不法投棄対策の強化 

①不法投棄防止のため、定期的なパトロールが実施できる体制を構築します。 

②地域で実施される清掃活動が不法投棄対策として有効であることから、新た

な活動支援策を検討します。 
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５ 計画の進行管理 

本計画の達成状況については、ＰＤＣＡサイクル（計画・実施・評価・見直

し）に基づく進行管理を行います。進行管理に当たっては、外部評価を受ける

ため、津市環境審議会、津市環境基本計画推進市民委員会に報告を行い、結果

を公表します。また、国の制度変更など、本計画の前提となる諸条件に変化が

生じた場合は、必要に応じて見直しを行います。 
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第３章 生活排水処理基本計画 

１ 新しく実施、検討すべき施策 

目標達成のため、後期についても当初定めた施策を着実に実行することとし

ますが、新しく実施、検討すべき施策をつぎのとおり追加します。 

（１）生活排水処理施設の整備 

①生活排水処理アクションプログラムの見直しにより、下水道計画区域外の  

地域で、市が設置主体となって浄化槽を整備、管理する制度の導入に取り組み

ます。 

②下水道計画区域外の地域で、住宅団地の集中浄化槽の市への移管に係る取組

を推進します。 







津市告示第３号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項及び第１３条第２項

の規定に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２

項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２６年１月９日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

半田地内 １ 平成２５年１２月 ４日 

半田地内 １ 平成２５年１２月 ９日 

大門地内 １ 平成２５年１２月１１日 

下弁財町津興地内 １ 平成２５年１２月１１日 

大門地内 １ 平成２５年１２月１３日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２５年１２月１６日 

南丸之内地内 １ 平成２５年１２月１６日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年１２月１９日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年１２月１９日 

丸之内地内 １ 平成２５年１２月１９日 

南が丘地内 １ 平成２５年１２月２０日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年１２月２４日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年１２月２４日 

白塚町地内 １ 平成２５年１２月２５日 

白塚町地内 １ 平成２５年１２月２６日 

津興地内 １ 平成２５年１２月２６日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年１２月２７日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成８年津市告示第１０４号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  平成２６年１月１０日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  南河路自治会 

  三重県津市南河路４０８番地 

   代表者 萩原 英俊 

２ 変更に係る事項 

代表者の氏名及び住所 

変更前 
谷 宗弘 

三重県津市南河路４４９番地 

変更後 
萩原 英俊 

三重県津市南河路４０８番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２６年１月６日の定期総会において改選

されたため。 



1 

津市告示第５号 

 下記の者の平成２５年度市民税・県民税納税通知書等は、住所居所不明等の

ため送達することができないので、地方税法第２０条の２により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部市民税課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年１月１４日        

 津市長 前 葉 泰 幸    

記 

氏    名 住    所 

○○  ○○○○○  ○○○○

○○○○○○ 
○○ 

○○○○○○ ○○○ ○○○

○ 
○○ 

○○○○○ ○○○○ ○○○

○ 
○○ 

○○○ ○○○ ○○○○ ○○ 

○○○ ○○○○ ○○○○○ ○○ 

○○○○○○ ○○○○ ○○

○○ 
○○ 

○○○○○○ ○○○ ○○ ○○ 

○○ ○○○ ○○○○○ ○○ 

○○○○○ ○○○ ○○○○

○ 
○○ 

○○○○○○ ○○○○○ ○

○○○ 
○○ 



2 

○○○○○○ ○○○ ○○○

○○ 
○○ 

○○○ ○○○○○ ○○ 

○○○○○ ○○○ ○ ○○

○○ 
○○ 

○○ ○○○○○○○○○○○

○ 
○○ 

○○ ○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○ 

○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○ 



























津市公告第２号

 下記のとおり差押財産の公売を行いますので、国税徴収法（昭和３４年法律

第１４７号）第９５条及び第９９条の規定の例により公告します。

  平成２６年１月７日

津市長 前 葉 泰 幸

記

別紙のとおり



























































津市公告第３号

 下記のとおり差押財産の公売を行いますので、国税徴収法（昭和３４年法律

第１４７号）第９５条及び第９９条の規定の例により公告します。

  平成２６年１月７日

津市長 前 葉 泰 幸

記

別紙のとおり









津市公告第４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２６年１月９日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２６年１月７日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市一色町字平田２５２番の一部、２５３番 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  伊賀市柘植町１９２５番地の１

丸柱 久美 



津市公告第５号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２６年１月９日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２５年１２月３０日

２ 抑留期間 平成２６年１月１０日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 
津市高茶屋

六丁目 
柴 茶 雄 中型 

９１日

以上 

首輪あり 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第６号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。

  平成２６年１月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市水道局告示第１号 

  津市水道局指定給水装置工事事業者を次のとおり指定したので、津市水道

局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４号）第

１０条第１号の規定により告示する。 

   平成２６年１月９日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎 

名  称 所 在 地 指定年月日 

株式会社イトウ 四日市市小杉新町１６７番地 平成２５年１２月２０日 



津市教育委員会告示第１号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２６年１月８日

  津市教育委員会

                        委員長 中 湖  喬

１ 招集の日時 平成２６年１月９日（木） 午後６時から

２ 招集の場所 教育委員会室

３ 会議の事件 

 （１）学校給食に係る事務改革について

 （２）津市小中一貫教育基本方針について



津市選挙管理委員会告示第１号 

 津市選挙投票区（平成１８年津市選挙管理委員会告示第３号）の一部を次の

ように改正する。 

  平成２６年１月６日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次 

 表津の部第２投票区の項中「常盤」を「常磐」に改め、同表白山の部第１０

６投票区の項中「白山ハイツ」の次に「、雲出台」を加える。 

   附 則 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の津市選挙投票区の規定は、この告示の施行の日以後にその期日を 

告示される選挙について適用する。 



津市選挙管理委員会告示第２号

 平成２６年１月２６日執行予定の津市議会議員選挙について、公職選挙法（昭

和２５年法律第１００号）第２２条第２項の規定による選挙人名簿の登録に関

し、次のとおり定めたので、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第

１４条第２項の規定により告示する。

  平成２６年１月６日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 被登録資格の決定の基準となる日

  平成２６年１月１８日 

（年齢については、平成２６年１月２６日とする。）

２ 登録を行う日

  平成２６年１月１８日

３ 縦覧に供する期間 

  平成２６年１月１９日 



津市選挙管理委員会告示第３号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第２項の規定により、平

成２６年１月１８日に選挙人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記

載した書面の縦覧に関し、次のとおり定めたので、同法第２３条第２項の規定

により告示する。

  平成２６年１月６日

                     津市選挙管理委員会

                     委員長 坂 口 賢 次

縦覧の場所   津市選挙管理委員会事務局 



津市選挙管理委員会告示第４号

 平成２６年１月２６日執行予定の津市議会議員選挙における候補者の届出等

の書類を選挙長に提出すべき場所を次のとおり定めたので公職選挙事務取扱規

程（平成１８年津市選挙管理委員会告示第１号）第６９条の規定により告示す

る。

  平成２６年１月６日

                     津市選挙管理委員会

                     委員長 坂 口 賢 次 

 提出すべき場所   津市本庁舎８階大会議室Ａ 



津市選挙管理委員会告示第５号

 平成２６年１月２６日執行予定の津市議会議員選挙における投票所の開閉時

間を公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４０条第１項ただし書の規定

により次のとおり定めたので、同条第２項の規定により告示する。

  平成２６年１月６日

                     津市選挙管理委員会

                     委員長 坂 口 賢 次 

投票所を開く時間   午前７時

 投票所を閉じる時間  午後７時



津市選挙管理委員会告示第６号

 平成２６年１月２６日執行予定の津市議会議員選挙について、津市議会の議

員及び津市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例（平成１８年

津市条例第４号）第２条第１項に規定するポスター掲示場に、ポスターを掲示

することができる日を次のとおり告示する。

  平成２６年１月６日

                     津市選挙管理委員会

                     委員長 坂 口 賢 次 

掲示することができる日  平成２６年１月１９日 



津市選挙管理委員会告示第７号

 平成２６年１月２６日執行予定の津市議会議員選挙における不在者投票の投

票用紙及び不在者投票用封筒の交付場所を次のとおり定める。

  平成２６年１月６日

                     津市選挙管理委員会

                     委員長 坂 口 賢 次 

交 付 場 所 
交付できる選挙人が登載されている

選挙人名簿の投票区 

津市本庁舎８階 大会議室Ｂ 第１～第１１９投票区 

津市河芸庁舎１階 防災研修室 第１～第１１９投票区 

津市芸濃庁舎２階 防災会議室 第１～第１１９投票区 

津市美里庁舎１階 会議室 第１～第１１９投票区 

津市安濃庁舎２階 会議室１・２ 第１～第１１９投票区 

津市久居庁舎４階 多目的室 第１～第１１９投票区 

津市香良洲公民館１階 大会議室 第１～第１１９投票区 

津市一志庁舎１階 住民活動室 第１～第１１９投票区 

津市白山庁舎２階 ２０３会議室 第１～第１１９投票区 

津市美杉総合開発センター１階 会議室 第１～第１１９投票区 



津市選挙管理委員会告示第８号

 平成２６年１月２６日執行予定の津市議会議員選挙における選挙公報の掲載

順序を定めるくじを行う日時及び場所を津市議会の議員及び津市長の選挙にお

ける選挙公報発行に関する規程（平成１８年津市選挙管理委員会告示第７号）

第６条第２項の規定により次のとおり定めたので、同項の規定により告示する。

  平成２６年１月６日

                     津市選挙管理委員会

                     委員長 坂 口 賢 次 

１ くじを行う日時  平成２６年１月１９日 午後５時３０分

２ くじを行う場所  津市本庁舎８階 大会議室Ａ



津市選挙管理委員会告示第９号

 平成２６年１月２６日執行予定の津市議会議員選挙において、公職選挙法（昭

和２５年法律第１００号）第１７５条第３項及び第５項の規定により投票記載

所の氏名等の掲示の掲載順序を定めるためのくじを行う日時及び場所を次のと

おり定める。

  平成２６年１月６日

                     津市選挙管理委員会

                     委員長 坂 口 賢 次 

１ くじを行う日時  平成２６年１月１９日 午後５時３０分

２ くじを行う場所  津市本庁舎８階 大会議室Ａ


